
【参考】

　１．マニフェストの流れ

　　ケース１ケース１ケース１ケース１：収集運搬業者が１社で、再生処理でない中間処理業者に処理を委託する場合

　　ケース２ケース２ケース２ケース２：収集運搬業者が１社で、最終(再生)処理業者に直接処理を委託する場合
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※１　中間処理業者は、最終（再生）処分を委託した全ての廃棄物の二次
　　　マニフェスト　　　票の返送を受けた時、排出事業者に一次マニフェスト
　　　の　　　票を返送する。

※２　直接最終（再生）処分を委託する場合、「処分終了時」＝「最終処分
　　　終了時」となるため、　　　票，　　　票は同時に排出事業者に返送され
　　　る。
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